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　毎年 6月と 12 月の年 2回、町の財政状況を公表し、町の予算に対して実際の収入と支出の状況な
どをお知らせしています。今回は、令和 3年度下半期（令和 4年 3 月 31 日現在）の予算執行状況をお
知らせします。

一般会計予算執行状況

町民一人あたりの行政経費 (一般会計 )

下水道事業会計予算執行状況

一時借入金の現在高

町債の現在高

公有財産の状況特別会計予算執行状況

国民健康保険特別会計
土地区画整理事業特別会計
後期高齢者医療特別会計

収 益 的 収 入
収 益 的 支 出
 資 本 的 収 入
 資 本 的 支 出

43億2,559万円
7億622万円
3億3,001万円
53億6,182万円

6億177万円
5億4,616万円
3億3,138万円
5億617万円

3億9,365万円
2億3,571万円
2億5,713万円
4億2,674万円

39億7,689万円
6億9,309万円
3億2,040万円
49億9,038万円

91.9%
98.1%
97.1%
93.1%

94.0%
79.1%
86.7%
91.6%

65.4%
43.2%
77.6%
84.3%

40億6,580万円
5億5,829万円
2億8,609万円
49億1,018万円

会　計　名

区　　分

予算現額

予算現額 収入・支出済額 執 行 率

収入済額
収入率

歳出済額
執行率

合　　計

町 税
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
地 方 交 付 税
地方消費税交付金
諸 収 入
そ の 他

43億5,492万円
57億3,942万円
20億9,480万円
28億969万円
8億5,757万円
7億5,640万円
19億3,485万円
185億4,765万円

40億7,273万円
52億7,251万円
15億8,939万円
28億54万円
8億5,757万円
5億3,800万円
18億7,313万円
170億387万円

23.5%
30.9%
11.3%
15.2%
4.6%
4.1%
10.4%
100%

93.5%
91.9%
75.9%
99.7%
100.0%
71.1%
96.8%
91.7%

予算現額
構成比

収入済額
収入率

【主な収入】

収入（歳入） 支出（歳出）

226,896 円
44,494 円
66,349 円
43,062 円
27,562 円
22,228 円
28,805 円
459,396 円

障がい者福祉、児童福祉、高齢者福祉など
幼稚園や小中学校、公民館、文化センターの費用など
人件費、住民窓口、選挙、統計など
住民健診や予防接種、ごみ処理対策など
町債（町の借金）を返済するために支払うお金
道路、河川、公園の整備運営、土地区画事業など
議会、消防、観光、農業、畜産など

民生費
教育費
総務費
衛生費
公債費
土木費
その他
合　計

歳出項目

項　　目

金　額 使　　途
令和 4年 3月 31日現在　人口 : 40,374 人

歳  入  合  計

民 生 費
教 育 費
総 務 費
衛 生 費
公 債 費
土 木 費
そ の 他

91億6,069万円
17億9,641万円
26億7,879万円
17億3,857万円
11億1,279万円
8億9,745万円
11億6,295万円
185億4,765万円

49.4%
9.7%
14.4%
9.4%
6.0%
4.8%
6.3%
100%

85億5,627万円
15億6,400万円
24億4,684万円
11億6,172万円
11億1,187万円
7億8,212万円
10億9,739万円
167億2,021万円

93.4%
87.1%
91.3%
66.8%
99.9%
87.1%
94.4%
90.1%

予算現額
構成比

支出済額
執行率

【主な支出】

項　　目

歳  出  合  計

町税
23.5％
町税
23.5％

国庫支出金
30.9%
国庫支出金
30.9%県支出金

11.3%
県支出金
11.3%

地方交付税
15.2%
地方交付税
15.2%

地方消費税
交付金
4.6%

地方消費税
交付金
4.6%

諸収入
4.1%
諸収入
4.1%

その他
10.4%
その他
10.4%

歳入 歳出 民生費
49.4%
民生費
49.4%

教育費
9.7%
教育費
9.7%

総務費
14.4%
総務費
14.4%

衛生費
9.4%
衛生費
9.4%

公債費
6.0%
公債費
6.0%

土木費
4.8%
土木費
4.8%

その他 6.3%その他 6.3%

35 億円

150億 2,465 万円
町民一人あたり  37万2,137円

土　　地
建　　物
基　　金

569,585㎡
85,426㎡

26億9,739万円

こども課からのおしらせ
【問】 こども課　☎889-7028

こども医療費　高校生まで拡充
令和４年１０月診療分より、入院・通院にかかる医療費助成を高校卒業年齢まで（18 歳に到達した最初の３月 31 日
まで）拡充します。対象の方へは案内をお送りしておりますので、手続きをお願いします。
 ▲対　象　平成 16年４月２日～平成 19年４月１日生の方　　▲申込み　６月１日（水）～30日（木）まで

児童手当制度　一部変更
児童手当の制度が一部変更となります。詳しくは町ホームページをご確認ください。
▲変更点
①現況届の提出（原則）不要
　毎年６月に提出していた現況届が原則不要になりました。提出が必要な一部の受給者につきましては現況届を送付
　しますので、期日までに申請をお願いします。
②特例給付の支給に関わる所得上限額の設置
　所得上限額が新設され、所得が一定以上ある場合には児童手当が支給されなくなります。

こんな悩みがあるときは「子ども家庭総合支援拠点」へ

南風原町では、子どもの健やかな成長をサポートする場所として、役場こども課内に子ども家庭総合支援拠点を設
置しました。０歳から 18 歳までのすべての子ども、その家庭・妊産婦を対象に、様々な相談に対応致します。

こどもや子育てに関する相談

・出産するか迷っている
・誰にも相談できず困って
  いる
・初めての妊娠で不安が
  ある

妊婦期

・子育てがつらい
・身近に助けてくれる人
  がいない
・イライラして子どもに
  あたってしまう

・赤ちゃんの世話が上手に
  できない
・おっぱいは足りて
  いるか不安
・授乳の仕方が
  わからない

出産後

子育て期 ・当面の生活で困っている
・離婚しようか悩んでいる
・養育費や面会交流につい
  ての情報が知りたい

ひとり親

・子どもの情緒が不安定
・言うことを聞いてくれない
・イライラして叩いてしまいそ
  うになる
・学校に行かず、家でゲームば
  かりしている

学齢期
（７～15歳）

・学校を辞めてしまい、家にひきこ
  もっている
・昼夜逆転の生活で、
  外出をほとんどし
  ない
・外出することを
  怖がっている

若年期

専門職員が、子ども等に関する相談全般から、より専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的なサポート
を行っていきます。お気軽に相談ください。（こども課 ☎889-7028）

小さな困り事で
も気軽に相談
してください

おかげ様で創業41年
！

不動産売買・管理・賃貸・相続支援コンサル不動産売買・管理・賃貸・相続支援コンサル
不動産のことなら．．．

995-8961

令和3年度下半期  町の財政状況をお知らせします令和3年度下半期  町の財政状況をお知らせします


